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■ 点　　鐘 　12時30分

■ ロータリーソング 　君が代・奉仕の理想

■ 唱　　和　 四つのテスト
　

　　 言行はこれに照らしてから
　

　　　　１．真実か　どうか
　

　　　　２．みんなに公平か
　

　　　　３．好意と友情を深めるか
　

　　　　４．みんなのためになるかどうか

  

■ 会長の時間 　　　　　会長　長野　勝行

　皆さん、こんにちは。

　本日の卓話は「ロータリー財団月間に因んで」と

いう事で神田委員長にお話しして頂きます。

　ロータリー財団というと、今年も地区補助金を

受給して奉仕活動を計画しています。

　この補助金には、支給基準がいくつかあります。

　その中でも重要なのは、①ロータリー財団の使命

に関連している事 ②ロータリアンが積極的に関与

している事です。

　Ｒ財団の使命に関しては、人道的、環境保全、

教育的等の目的を通じてプロジェクトを達成出来る

事です。

　大事なのは、ロータリアンが積極的に関与する

事です。

　昨年も行ったように今年も皆さんで直接参加し、

汗を流し、知恵を絞って行えるような奉仕プロジェ

クトになるように期待します。 

委員長　後藤　誠一■ 出席報告

０名ゲ ス ト41名会員総数本

日

０名ビジター25名出 席 数

65.79％出 席 率13名欠 席 数

84.38％修正出席率71.88％前々回の出席率

1578回100％ 通算

荒金出席規定免除：

西、檀上出席規定免除：

西村名 ᧐ 会 員 ：

■　メイクアップ

　事前　詫磨（大分東）

　事後（第1843回例会）

　　　　但馬（大分1985）、一力（大分城西）、

山下（唱）、渡邉（日出）

■　欠　　席

安部、石田、渡邉、笠木、工藤（晴）、後藤、

中村、西、岡本、山下（唱）、梅津、髙橋

秋景 由布院秋景　由布院駅駅

“歴史と伝統を継承し、　　　　
　　　　活動的なクラブにしよう”

別府東ＲＣ 会長テーマ

－ロータリー財団月間－



■ 幹事報告 　　　　　幹事　久保田高史

１．ＲＩ第2720地区「職業奉仕第２回セミナー（大分）」

開催のお知らせ

　日　　時　平成29年12月10日13：00～

　場　　所　ホルトホール大分

　出席対象者　職業奉仕地区委員、職業奉仕に関心の

ある皆様
　

　　職業奉仕がロータリーの金看板と言われるのは

何故なのか。ロータリーに職業奉仕概念が導入

された経過やその意味、弁護士の無料法律相談

や医師による無医村での無料診療は職業奉仕

なのか社会奉仕なのか、現在の国際ロータリー

の中でこの議論はどのような意味を持つのか、

４つのテストは企業経営に活かせるのか、等の

理解を深めるセミナーです。
　

２．10月26日 17：30～ホテルサンバリーアネッ

クスに於いて「指名委員会事前会議」を開催しま

した。

　出席者：長野勝行、一力秀次、竹内孝夫、加藤

兼司、瑞木一博、神田 剛 各会員

３．10月29日13：00～別府ビーコンプラザ・フィ

ルハーモニアホールに於いて「第40回別府市民合

唱祭」が開催され、瑞木一博会員がロータリー

コールとして出演されました。また中塚茂次会員も

東荘園町青壮年会合唱団で出演されていました。

４．９月例会からご協力をお願いしておりました

「おぎゃー献金」募金ですが、益金が26,540円に

なりました。皆様のご好意に感謝申し上げます。

５．本日、11：45～杉乃井ホテルに於いて「第５回

定例理事・役員会」を開催しました。

６．例会変更のお知らせ

　大分ＲＣ：11月14日の例会は『夜間例会』の

為、同日18：30～大分オアシスタワーホテルに

時間・場所変更

　くにさきＲＣ：11月15日の例会は『夜例会』

の為、同日19：00～（場所未定）に時間・場所

変更

　大分東ＲＣ：11月16日の例会は『夜の例会』

の為、同日18：30～ザ・ブリッジに時間・場所

変更

　中津平成ＲＣ：11月16日の例会は、会場の都

合により同日18：30～グランプラザ中津ホテル

に時間変更

　大分南ＲＣ：11月17日の例会は『夜の親睦例

会』の為、18：30～（場所未定）に時間・場所

変更

７．次週（11月９日）の例会予定

　「マインドセットを変える」

別府市長　長野恭紘氏

　　※第２週例会の為、12：30～ホテルサンバリー

アネックスで開催します。

８．本日の回覧

　①ガバナー月信 Vol.５

　②親睦委員会主催「大相撲九州場所観戦旅行」

　　参加申込み（11月24日）

　③11月９日例会 出・欠席

　④11月16日例会 出・欠席

　⑤11月30日例会 出・欠席

　⑥自衛隊家族会より防衛情報紙「おやばと」

　⑦くにさき、宇佐 各ＲＣ週報

９．本日の配布

　①ロータリーの友 11月号

　②週報№ 1843

　③週報№ 1844

■ お ਿ い 

　会員誕生日　一力　秀次会員（11月２日）

　　　　　　　但馬　　建会員（11月３日）

　結婚記念日　長野　勝行会員（11月３日）

　　　　　　　但馬　　建会員（11月３日）

　　　　　　　加藤　兼司会員（11月５日）

　　　　＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けします。

■ ニコボックス 　　　　委員長　工藤　晴生

　久保田高史幹事　本日の理事・役員会に遅参し

ました。申し訳ありません。以後気を付けます。

１０口お願いします。

　永嶋政人会員　市民合唱祭を家内と聴きに行き

ました。東荘園町青壮年会合唱団の指揮をされ

た中塚さんの足腰全身でのユニークな、踊る

様な指揮振りで大変盛り上がりました。又、

長野会長の母上も合唱に出られ、感激しました。

５口

　岩瀬公男会員　久し振りの出席で、例会開始

時間を間違って12：00前に出席。ボケかな？

５口

　瑞木一博会員　第40回別府市民合唱祭が10月

29日B－conプラザで開催され、ロータリー

コールで瑞木、東荘園町青壮年会で中塚会員が

参加しました。11月12日、ケーブルテレビで

放送されます。是非ご覧下さい。みな様の協力

に感謝します、５口。中塚くんは５口。

　工藤恵美会員　みな様のおかげで11月22日で

開店30周年です。案内状と食事券です。食事券

は１年間有効なので、ぜひいつでもお立ち寄り

くださいませ！！ ３口














神田委員長の卓話応援に出席されました



ロータリー財団

　ロータリー財団は、皆さま

からのご寄付を世界各地での

奉仕活動に役立てています。

ロータリーの慈善部門である

財団は、時間、資金、知識を

生かして活動するロータリアン

の世界的ネットワーク、そして

ポリオ撲滅や平和の推進といった財団の優先活動に

おける専門的知識を通じて、世界のニーズに応えて

います。

ロータリー財団への寄付の種類

　ロータリー財団への寄付の種類は３種類です。寄

付をする時にどの基金に寄付をするのかクラブ内で

も議論しましょう。

　主な寄付は次の通りです。

①年次基金（今までの「年次寄付」から「年次基金」

に呼び方が変わりました。）　②恒久基金　③使途指定

寄付

①年次基金とは？

　　個人で1,000ドル以上の寄付者をポール・ハリ

ス・フェローと言います。累積で2,000ドルを超え

るとマルチプル・ポール・ハリス・フェローとな

り、1,000ドル寄付額が増えるごとに表彰が行わ

れます。この年次基金は、３年間利殖に回させて

いただき、その運用益は一般管理費や運営費等に

あてられます。この３年間利殖に回させていただ

く方法を「シェア・システム」と呼びます。皆様

からいただいた貴重な寄付は、３年後にWF（国際

財団活動資金＝World Fund）とDDF（地区財団

活動資金＝District Designated Fund）に50：50

の割合でシェアされ、全額プロジェク卜に使われ

ます。

　＊マルチプル・ポール・ハリス・フェロー

　　（2,000ドル以上）

　　4,000ドル以上：黒岩会員（ベネファクター：恒久）

　　3,000ドル以上：杉本、加藤

　　2,000ドル以上：樽谷、岩瀬、檀上、幸、神田

以上８名

　＊ポール・ハリス・フェロー（1,000ドル以上）

　　樽谷、岩瀬、杉本、黒岩、檀上、加藤、幸、

西、神田、永嶋、瑞木、桝田、梅野、箕作、

荒金　以上15名

　＊現在900ドル、あと100ドルでポール・ハリス・

フェローとなられる方

　　長野、竹内、髙橋　以上３名

②恒久基金とは？

　　寄付金の元金は永久に貯蓄され、運用益だけが

財団プログラムを遂行するために使用されます。

年次基金と恒久基金寄付はともに重要であり、両

方で財団に活動プログラム全体を運営する資金と

して活用されています。年次基金は今日の財団プ

ログラムを支え、恒久基金は将来の財団プログラ

ムを更に安定したものにします。ベネファクター

（Benefactor）は恒久基金に1,000ドルを寄付した

者に与えられる称号です。

　＊黒岩 英会員：1994年に1,000ドル寄附されま

した。

③使途指定寄付とは？

　　あらかじめ、使い道を決めて行う寄付で、ポリ

オ・プラスプログラムの「ポリオ撲滅の２億ドル

チャレンジ」がその代表例です。ポリオ撲滅はRI

および財団の長期計画の第一優先活動項目にあげ

られておりますので、ポリオ撲滅が達成されるま

で本寄付への継続的な協力が要請されることにな

ります。

　＊2011年から７年間、2,000ドル寄付をしていまし

たが、今年度から使途指定寄付は中止しました。

他の社会奉仕支援へ充当します。

地区補助金とグローバル補助金のしくみ

１．地区補助金（ＤＧ）

　　３年前の年次基金と恒久基金の運用益を足した

その50％がDDF（地区財団活動資金）として、地

区にその配分が任されます。このDDFの金額の

50％を上限として、地区補助金（DG）に使うこ

とができます。（前年度からの繰越金は含まれま

せん。）

２．グローバル補助金（ＧＧ）

　　DDFより地区補助金分を差し引いた金額に、前

年度からの繰越金を足して、さらにそこからポリ

オ・プラスへの寄付と平和センターへの寄付を差

し引いた金額がグローバル補助金の予算額となり

ます。

地区補助金による活動の種類

　地区は地区補助金を用いて幅広い活動を支援する

ことができます。地区補助金による活動例には以下

のようなものがあります。

１．地元や海外の奉仕プロジェクト（職業奉仕、

社会奉仕、国際奉仕等に関わるもの）

　奉仕のための渡航、災害救援活動

　＊光の園造園プロジェクトを２回行いました。

２．職業研修チーム（ＶＴＴ）※昔のＧＳＥ

　①協同提唱や、海外クラブ・地区との協力といっ

た要件がない

　②チームの人数や研修期間に制限がない

　ロータリー財団委員長 　神　田　　剛



　③チームは、研修を提供することも、受けること

もできる

３．奨学金

　①レベル（高校、大学、大学院）、期間、場所（国内

あるいは海外）、専攻分野に関する制約がない

　②奨学金の額に制限がない地区は、地区補助金を

用いて支援しようと計画している職業研修チー

ムや奨学金についての独自の基準と管理運営

手続を定めるよう奨励されています。

グローバル補助金による活動の種類

　グローバル補助金は、恩恵を受ける地域社会ある

いは参加者のニーズに基づき、さまざまな活動を

支援するものです。すべての補助金活動は、口ータ

リー財団地区補助金およびグローバル補助金の授与

と受諾の条件に記載されている資格要件を満たす

ものでなければなりません。グローバル補助金の

構成の下では、クラブと地区は、より柔軟に重点

分野においてロータリー財団の使命を推進していく

ような補助金活動を実施していくことができます。

１．人道的プロジェクト

　　グローバル補助金は、以下の条件に基づいて、

人道的プロジェクトに使用することができます。

　①重点分野の１つもしくは複数の目標を支える

ものであること。

　②恩恵を受ける地域社会に測定可能な成果をもた

らすものであること。

　③補助金が使用された後も持続する成果をもたら

すものであること。

　④最も緊要なニーズに取り組むために、恩恵を

受ける地域社会と協力して立案されたもので

あること。

　⑤地域社会と一体となってニーズに取り組むもの

であること。

２．奨学金

　　グローバル補助金は、以下の条件に基づいて、

奨学金に使用することもできます。

　①重点分野の１つあるいは複数に関連する大学院

レベルの研究に提供される奨学金であること。

　②１～４年間の研究に提供される奨学金であること。

　③派遣地区から海外の受入地区に留学する奨学生

に提供される奨学金であること。

３．職業研修

　　グローバル補助金はまた、職業に関連する技術

を学んだり、特定の分野において現地の人々を

指導したりする目的で、専門職に携わる人々から

成る職業研修チームを海外に派遣するために使用

することもできます。以下は、職業研修チームの

派遣に関する詳細です。

　①チームの派遣によって、チームあるいは恩恵を

受ける地域社会の能力が高められる。

　②人道的プロジェクトあるいは奨学金と付随して

職業研修チームの派遣を行うことができる。

　③チームは、異なる職業に携わるメンバーから

構成することもできる。ただし、同じ重点分野

を支援するという共通の目的を持っていなけれ

ばならない。

　④チームの構成は、ロータリアンであるチーム

リーダーが少なくとも１名、ロータリアンでは

ないチームメンバーが少なくとも３名としなけ

ればならないが、参加人数の上限はない。

　⑤参加者の年齢制限と研修期間の制約がない。

　⑥１つの補助金で、複数のチームを派遣すること

ができる。

補助金が使えないもの

　　補助金が使えないものは他にもありますが、

代表的なものとして次のものがあります。（授与

受諾の条件・Ⅲ．制約事項参照）

　①人種・性別・言語・宗教・年齢の差別的なもの

　②政治・宗教に関わること

　③妊娠中絶、性別決定等に関すること

　④ I AC、RAC、RYLA、友情支援、青少年交換

などのRIプログラムの支援

　⑤武器の購入


